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ニッセイ・インド株式オープン
（資産成長型）／（3ヵ月決算型）
愛称：ギフトシティーの恵み
ディワリ商戦でインドの個人消費拡大

3つの注目ポイント

① ヒンドゥー教の祭典「ディワリ」での個人消費は増加傾向
② ディワリ商戦、物品サービス税（GST）大幅減税の関連銘柄
③ 個人消費拡大と利下げ期待がインド株式市場の追い風に

当ファンドは2025年8月25日に設定、運用を開始いたしました。当レポートではインド
のディワリ商戦とGST減税によるインドの個人消費拡大についてお伝えいたします。

① ヒンドゥー教の祭典「ディワリ」での個人消費は増加傾向

「ディワリ」とはヒンドゥー教の新年を祝う光の祭典
で、毎年10月から11月にかけて開催されます。開催の約
1カ月前からは大規模なセールや販促が行われ、インドで
はこの時期に個人消費が伸びることから、小売や自動車
業界にとって重要な商機でもあります。「ディワリ」に
おける都市部消費者の支出傾向を調査した指数である
「ディワリ消費指数」は、2020年以降増加傾向にありま
す。また、消費者の景気に対する期待を示す「消費者信
頼感指数」も2024年以降、高い水準で推移しています。
CAIT（全インド商業連盟）の調査によると、2025年の
ディワリ商戦期における小売セクターの売上は5.4兆ル
ピーとなり、過去最高を更新した模様です。

＜ディワリ消費指数＞ ＜インド消費者信頼感指数＞

（年/月）

上記の画像等はイメージです。

ファンド
紹介動画

出所）スタティスタ、インド準備銀行のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
データ期間 ディワリ消費指数：2020年～2024年（年次）

インド消費者信頼感指数：2020年1月～2025年9月（隔月）
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政策金利
インフレ率

関連銘柄 業種 銘柄概要

ネスレ･インディア 食品
ネスレブランドの乳製品、その他食品を製造。主な製
品は、コーヒー用クリーム、粉ミルク、ギー (乳脂肪製
品)、 コンデンスミルク、Cerelac (離乳食) など。

ヒンドゥスタン・ユニリーバ 一般消費財
石鹸、洗剤、パーソナルケア製品、加工食品、アイス
クリーム、食用油、その他関連製品を提供する。世界
各地で事業を展開。

マルチ・スズキ・インディア 自動車 インド国内の平均所得層をターゲットとした自動車を
スズキ（日本）と共同で製造、販売。

バジャジ･オート 自動車 自動二輪車メーカー。自動二輪車、自動三輪車および
スクーターを製造、販売。
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「ディワリ」の約1カ月前にあたる2025年9月22日、インド政府は「物品サービス税
（GST）」の大幅減税を実施しました。 減税対象は生活必需品から自動車など400品目以上で、
これまで品目ごとに5%、12%、18%、28％と4段階あった税率が5%と18%に集約されまし
た。この大幅減税は今年のディワリ商戦を後押しすることとなり、例年以上に消費が拡大する
とみられます。また、当ファンドの実質的な主要投資対象であるETFが組み入れている以下の
銘柄は、ディワリ商戦による消費拡大に加え、GST減税の恩恵を受けることが期待されます。

＜主な関連銘柄＞

② ディワリ商戦、物品サービス税（GST）大幅減税の関連銘柄

③ 個人消費拡大と利下げ期待がインド株式市場の追い風に

インドの2025年9月の消費者物価指数
（CPI）は前年比1.54%と低水準となりま
した。この水準はインド準備銀行（RBI）
のCPI目標レンジの下限である2%を下回っ
ており、RBIは12月の金融政策決定会合で
追加利下げを実施する可能性が高まってき
ました。ディワリ商戦やGST大幅減税によ
る個人消費の拡大期待に加え、追加利下げ
が実施されれば、インド株式市場にとって
追い風となることが期待されます。

出所）ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジ
メント作成
インフレ率：消費者物価指数(前年比)
データ期間 政策金利：2022年1月末～2025年9月末（月次）、
インフレ率：2022年1月～2025年9月（月次）

＜インドの政策金利とインフレ率＞（%）

（年/月）

出所）ブルームバーグ等の情報をもとにニッセイアセットマネジメント作成
2025年9月末時点
上記は特定の銘柄を推奨するものではなく、また、当該銘柄を組入れることを保証するものではありません。
業種はインド投資信託協会基準に基づいています。
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ご参考：直近のインドルピーは安値圏で推移

基準価額・純資産の推移

資産成長型 ３ヵ月決算型

(円) (億円)

データ期間：2025年8月25日＜設定日＞～2025年10月17日(日次)
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。基準価額は信託報酬控除後、1万口当りの値です。

(円) (億円)

（年/月/日） （年/月/日）

年初来のインドルピーは、対米ドル、対円ともにインドルピー安になっています。米トラン
プ政権によるインドのロシア産原油購入を理由とした25％の追加課税（合計50％）の発表に加
え、技術者が米国で就労するための「H-1Bビザ」に10万米ドルの手数料が課せられたことなど
を受けて、安値圏で推移しています。中長期的にみると、インドの高い経済成長期待と潤沢な
外貨準備高があることなどから、インドルピーは安定的に推移すると見込まれます。

＜インドルピーの推移＞（1米ドル＝ルピー） （1円＝ルピー）

ルピー安

出所）ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
データ期間：2024年12月31日～2025年10月17日（日次）

ルピー高

（年/月/日）
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① Nifty50指数（配当込み）への連動をめざすETF（上場投資信託証券）を実質的な主要投資対象とします。

 ETFへの投資は、ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントが運用する外国投資信託証券を通じて行います。
 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジ※を行いません。

※為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

② インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図ります。
 GIFT City(Gujarat International Finance Tec-City)には、インドに上場するETFの売却益等に課されるインド国内

の税金が減免される制度があります。当ファンドではこの制度を活用し、運用コストの低減を図ります。
・上記の税制等に関する記載は、本書作成日現在で委託会社が知り得る情報に基づくものであり、今後変更となる場合があります。

③ 決算頻度および分配方針の異なる2つのファンドから選択いただけます。
＜資産成長型＞年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
 毎年8月23日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

＜3ヵ月決算型＞年4回決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
 毎年2・5・8・11月の各23日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
※販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

フ ァ ン ド の 費 用

フ ァ ン ド の 特 色

• 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

投資者が直接的に負担する費用

購入時 購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自
に定める率をかけた額とします。
 料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

換金時 信託財産留保額 ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用

毎 日

運用管理費用
(信 託 報 酬)

ファンドの純資産総額に年率0.803％(税抜0.73％)をかけた額とし、ファンドからご負担
いただきます。

投資対象とする
外国投資信託証券
の実質的な負担

年率0.15％～0.16％程度※

※ 当該変動幅は、外国投資信託証券の残高に応じ生じます（±0. 005％程度）。
また、当該料率は、同証券が投資対象とするETFの運用・管理等にかかる管理報
酬率を加味して算出したものです。

実質的な負担

ファンドの純資産総額に年率0.953％～0.963％（税込）程度を
かけた額となります。
 上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投

資者が負担する実質的な運用管理費用（信託報酬）は変動します。
また、外国投資信託証券が投資対象とするETFの管理報酬率は、本書作成日現在
で委託会社が知り得る情報に基づくものであり、当該料率が今後変更となる場合
には実質的な運用管理費用（信託報酬）は変動します。
投資対象とする外国投資信託証券に年間最低報酬額等がかかる場合、その純資産
総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることがあります。

監 査 費 用 ファンドの純資産総額に年率0.0011％(税抜0.001%)をかけた額とし、ファンドからご
負担いただきます。

随 時 その他の費用・
手数料

組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドか
らご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・
上限額等を記載することはできません。

Nifty50指数とは、インドを代表する株価指数のひとつで、インド国立証券取引所に上場している浮動株調整後の時価総
額等の基準を用いて選定した50銘柄で構成される株価指数です。

！
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その他の留意点
 ファンドが投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなる場合、あるいは同証券が投資対象とするETF(上場

投資信託証券)が上場廃止となる場合には、ファンドを繰上償還します。
 インドの金融商品等への投資に関しては、以下の事項にご留意ください。

金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
対象国・地域における非常事態の発生※による市場の閉鎖、流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)
があるときは、ファンドの購入・換金の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受
付けを取消すことがあります。
※金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大な政治体制の変更等。

 ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引
ができないリスク、取引量が限定されるリスク等が顕在します。これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可
能性、換金の申込みの受付けを中止する、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお
支払いが遅延する可能性などがあります。

 ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。

●ファンド（指定投資信託証券を含みます）は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあり
ます)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。

●ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資
者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。

主な変動要因

基準価額の変動要因

投 資 リ ス ク
※ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

株式投資リスク 株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒産
に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。

為替変動リスク 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。

カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
特に、新興国の経済状況は先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファン
ドの資産価値が大きく減少したり、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。

流動性リスク 市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。！
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 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益
調整金です。分配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配準備積立金：期中収益(①および②)のうち、当期の分配金として支払われず信託財産に留保された金額をいい、次期以降の

分配金の支払いにあてることができます。
収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないように

するために設けられた勘定です。
上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

10,550円

10,500円

期中収益
(①＋②)

50円 10,500円

＊500円
(③＋④)

＊50円 10,450円
＊500円
(③＋④)

10,400円

＊450円
(③＋④)

配当等収益
①  20円

10,300円＊80円

＊420円
(③＋④)

前期決算日 当期決算日分配前 当期決算日分配後 前期決算日 当期決算日分配前 当期決算日分配後
＊分配対象額

 500円
＊50円を取崩し ＊分配対象額

 450円
＊分配対象額

 500円
＊80円を取崩し ＊分配対象額

 420円

 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。

ファンドの
信託財産

分配金ファンドで分配金が
支払われるイメージ

 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
ではありません。

分配金
100円

分配金
100円

 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の
値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が
元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が
元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金

受益者の購入価額
分配前の
個別元本

元本払戻金
(特別分配金) 受益者の購入価額

分配前の
個別元本

元本払戻金
(特別分配金)

分配後の基準価額
分配後の
個別元本

分配後の基準価額
分配後の
個別元本

普通分配金：個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額
だけ減少します。
● 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※実質的に元本の一部払戻し
に 相 当 す る 元 本 払 戻 金
(特別分配金)が支払われる
と、その金額だけ個別元本
が減少します。また、元本
払戻金(特別分配金)部分は
非課税扱いとなります｡

！

※※

分配金に関する留意事項
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●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。7/7

委託会社【ファンドの運用の指図を行います】 ファンドに関するお問合せ先
ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター：0120-762-506
(9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ： https://www.nam.co.jp/

受託会社【ファンドの財産の保管および管理を行います】
三菱UFJ信託銀行株式会社

※ 販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合もあります。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問合せください。

取 扱 販 売 会 社 名 登 録 番 号 日本証券業
協会

一般社団法人
日本投資

顧問業協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種金融
商品取引業

協会
金融商品
取引業者

登録金融
機関

株式会社熊本銀行 〇 九州財務局長(登金)第6号 〇

株式会社十八親和銀行 〇 福岡財務支局長(登金)第3号 〇

株式会社福岡銀行 〇 福岡財務支局長(登金)第7号 〇 〇

株式会社福岡中央銀行 〇 福岡財務支局長(登金)第14号 〇

取扱販売会社一覧

 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様
のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。

 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信
託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身
でご判断ください。

 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社
以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。

 当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものでは

ありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なしに変更されることがあります。
 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者お

よび許諾者に帰属します。

ご留意いただきたい事項
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